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今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。 

  

　
今
日
、
地
域
の
様
々
な
課
題
を
解

決
す
る
た
め
、
行
政
だ
け
で
な
く
、

住
民
自
身
の
力
に
大
き
な
期
待
が
か

か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
や
協
同
組
合
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
等
に
よ
る
、
地
域
に
密
着
し
た

非
営
利
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス

が
事
業
展
開
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
一
つ
で
あ
る
「
協
同
労
働
の

協
同
組
合
」
は
、「
働
く
こ
と
」
を

通
じ
て
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
を
取

り
戻
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
を

め
ざ
す
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
地
域

課
題
解
決
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
注

目
を
集
め
て
い
る
。 

　
し
か
し
、
現
在
こ
の
「
協
同
労
働

の
協
同
組
合
」
に
は
法
的
根
拠
が
な

い
た
め
、
社
会
的
な
理
解
が
不
十
分

で
あ
り
、
団
体
と
し
て
入
札
・
契
約

が
で
き
な
い
、
社
会
保
障
の
負
担
が

直
接
個
人
に
か
か
る
な
ど
の
問
題
が

あ
る
。 

　
既
に
欧
米
で
は
、
労
働
者
協
同
組

合
の
法
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
も
１
万
を
超
え
る
団
体
が
「
協

同
労
働
の
協
同
組
合
」
の
法
制
化
に

賛
同
し
、
ま
た
、
議
員
連
盟
が
立
ち

上
が
る
な
ど
国
会
で
の
法
制
化
の
検

討
が
始
ま
っ
て
い
る
。 

　
「
協
同
労
働
の
協
同
組
合
」
は
、

住
民
の
自
発
性
と
主
体
性
を
基
礎
に
、

新
し
い
公
共
を
育
む
市
民
事
業
と
ま

ち
づ
く
り
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
り
、

働
く
こ
と
、
生
き
る
こ
と
に
困
難
を

抱
え
る
人
々
自
身
が
、
社
会
連
帯
の

中
で
仕
事
を
お
こ
し
、
社
会
に
参
加

す
る
道
を
開
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、「（
仮
称
）
協
同
労

働
の
協
同
組
合
法
」
の
早
期
制
定
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

総
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済

産
業
大
臣
あ
て
） 

          

　
高
齢
者
の
中
で
、
所
得
が
公
的
年

金
の
み
の
世
帯
は
約
60
％
に
上
る
。

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
大
き
な
柱

は
年
金
で
あ
り
、
老
後
生
活
に
お
け

る
年
金
の
重
要
性
は
改
め
て
確
認
す

る
ま
で
も
な
い
。 

　
し
か
し
、
年
金
を
受
給
し
て
い
て

も
低
年
金
の
場
合
が
少
な
く
な
い
。

高
齢
者
世
帯
の
年
間
所
得
の
分
布
は
、

100
万
円
未
満
が
15.7
％
で
あ
り
、
100
万

円
か
ら
200
万
円
未
満
は
27.1
％
で
あ
る
。

特
に
高
齢
の
女
性
単
独
世
帯
の
所
得

の
低
さ
は
際
立
っ
て
お
り
、
３
世
帯

に
１
世
帯
は
年
間
所
得
が
100
万
円
未

満
で
あ
り
、
50
万
円
未
満
と
い
う
世

帯
も
35
万
世
帯
に
上
る
。 

　
所
得
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
生

活
保
護
を
受
け
る
高
齢
者
も
増
え
て

お
り
（
平
成
17
年
調
査
で
生
活
保
護

受
給
者
の
38.7
％
）、
日
本
の
年
金
制

度
が
高
齢
期
の
貧
困
を
防
ぐ
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
十
分
に
機
能
し
て

い
な
い
実
態
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

　
今
後
、
高
齢
者
の
所
得
を
ど
う
保

障
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
生
活
保

護
に
比
べ
て
明
ら
か
に
低
い
現
行
の

老
齢
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
を
ど
う

見
直
し
て
い
く
の
か
が
、
課
題
と
な

っ
て
い
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
よ
り
安
心
で
信
頼

で
き
る
年
金
制
度
へ
と
改
善
を
進
め

る
た
め
、
下
記
事
項
の
実
現
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

記 

１
　
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を

平
成
21
年
４
月
か
ら
２
分
の
１
へ

引
き
上
げ
る
こ
と
。 

２
　
基
礎
年
金
の
加
算
制
度
の
創
設

や
、
受
給
資
格
期
間
の
10
年
へ
の

短
縮
、
追
納
期
間
の
延
長
な
ど
無

年
金
・
低
年
金
対
策
を
拡
充
す
る

こ
と
。 

３
　
高
齢
者
の
就
労
を
促
進
し
所
得

向
上
に
資
す
る
よ
う
、
在
職
老
齢

年
金
制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

４
　
障
害
基
礎
年
金
等
に
お
け
る
配

偶
者
、
子
の
加
算
制
度
を
見
直
す

こ
と
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
あ
て
） 

          

　
近
年
、
食
品
の
安
全
・
表
示
に
関

す
る
悪
質
な
偽
装
や
、
有
害
物
質
の

混
入
、
事
故
米
問
題
な
ど
「
食
の
安

全
」
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
す
事
件
や

事
故
が
多
発
し
て
い
る
。 

　
特
に
事
故
米
問
題
で
は
、
農
林
水

産
大
臣
と
同
事
務
次
官
が
辞
任
す
る

極
め
て
異
例
の
事
態
に
発
展
し
た
。

業
者
の
生
命
軽
視
の
行
為
は
厳
し
く

処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
、
国
民
の
生
命
と
生
活
を
預

か
る
は
ず
の
農
林
水
産
省
が
、
そ
の

責
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
被
害
を
拡
大
さ
せ
た
責
任
は
重

大
で
あ
り
、
国
民
の
不
信
、
怒
り
は

極
め
て
大
き
い
。 

　
現
在
、
農
林
水
産
省
で
は
「
農
林

水
産
省
改
革
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、

業
務
、
組
織
の
見
直
し
を
行
う
た
め

の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
が
、
今

後
、
同
様
の
事
態
を
二
度
と
起
こ
さ

な
い
た
め
に
も
、
猛
省
と
改
革
を
強

く
促
し
た
い
。 

　
ま
た
、
食
の
安
全
に
関
す
る
問
題

だ
け
で
な
く
、
近
年
相
次
い
で
い
る

消
費
者
問
題
は
ど
れ
も
深
刻
な
様
相

を
呈
し
て
い
る
。
政
府
の
消
費
者
行

政
推
進
会
議
の
報
告
書
（
６
月
13
日
）

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
消
費
者
事

件
を
検
証
し
た
結
果
、
縦
割
り
行
政

の
欠
陥
が
大
き
な
要
因
と
し
て
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
縦
割

り
行
政
の
弊
害
を
、
消
費
者
中
心
に

改
革
す
る
た
め
、
内
閣
府
の
下
に
消

費
者
庁
を
早
期
創
設
し
、
こ
こ
を
起

点
に
省
庁
横
断
的
な
消
費
者
行
政
を

推
進
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
下
記
事
項
の
実
現

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

記 

１
　
偽
装
表
示
を
一
掃
す
る
た
め
、

Ｊ
Ａ
Ｓ
法
を
改
正
し
、
直
罰
規
定

を
設
け
る
な
ど
罰
則
を
強
化
す
る

こ
と
。 

２
　
農
作
業
の
工
程
管
理
や
農
場
か

ら
食
卓
に
至
る
衛
生
管
理
の
普
及
・

促
進
に
よ
り
食
品
の
安
全
性
を
高

め
る
と
と
も
に
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
食
品

の
流
通
を
一
層
明
確
に
す
る
こ
と
。 

３
　
輸
入
食
品
の
安
全
に
関
す
る
情

報
提
供
を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う

と
と
も
に
、
監
視
、
検
査
体
制
の

強
化
・
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。 

４
　
政
策
全
般
に
わ
た
り
消
費
者
の

観
点
か
ら
監
視
し
、
他
省
庁
や
企

業
へ
の
強
力
な
権
限
を
有
す
る
消

費
者
庁
を
設
置
す
る
た
め
、
関
係

法
令
の
改
善
や
整
備
を
進
め
る
こ
と
。 

５
　
不
正
な
取
引
を
行
う
業
者
に
対

し
、
迅
速
な
立
ち
入
り
調
査
に
基

づ
く
販
売
禁
止
や
、
製
品
の
回
収

命
令
、
罰
則
強
化
な
ど
を
図
る
た

め
、
関
係
法
令
の
改
善
や
整
備
を

進
め
る
こ
と
。 

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

農
林
水
産
大
臣
あ
て
） 

（
以
上
３
件
、
12
月
17
日
議
決
） 

　
区
民
の
み
な
さ
ん
の
生
活
に
直
接

関
わ
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
国
や
東

京
都
な
ど
の
仕
事
の
場
合
は
、
区
だ

け
で
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。 

　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
、
区
議
会
の
意
思
を

「
意
見
書
」「
要
望
書
」
と
し
て
ま
と

め
、
国
会
や
大
臣
・
都
知
事
な
ど
の

関
係
機
関
に
提
出
し
、
問
題
の
積
極

的
な
解
決
を
求
め
て
い
き
ま
す
。 

　
又
、
区
議
会
の
意
思
表
明
と
し
て

「
決
議
」
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

  


